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福生市こども計画の変更箇所について 
 
 
 
 
 

  

「５ 乳児等通園支援事業

（こども誰でも通園制度）」

を追加 

資料６-２ 
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【乳児等通園支援】を追加 

※支援給付としての乳児等通園

支援事業（令和８年度～） 

①対象事業名について用語を

整理 

（変更前：こども誰でも通園

制度（乳児等通園支援事

業）） 
 

②「※令和７年度の事業」を

追加 



3 

 

 

      

「５ 乳児等通園支援事業（こ

ども誰でも通園制度）」の項

目を追加 

支援給付としての乳児等通園

支援事業の量の見込みと確保

方策を規定（令和８年度～） 

教育・保育と乳児等通園支援

を一体的に提供する体制に関

する事項を規定 



4 

 

 

  

①事業名について用語の整理 

（変更前：こども誰でも通園制度（乳児等通園

支援事業）） 
 

②【概要】について用語の整理及び制度の位置

付けに関する既定の追加 

（変更前：親の就労状況にかかわらず、時間単

位などで子どもを保育所等に預けられるよう

にする新たな通園給付制度です。） 

①令和８年度以降の数値を削除 

変更前： 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 

０
歳
児 

量の見込

み(A) 

0 4 4 4 4 

確保方策

(B) 

0 4 4 4 4 

差引 

(B)-(A) 

0 0 0 0 0 

１
歳
児 

量の見込

み(A) 

0 4 4 4 4 

確保方策

(B) 

0 4 4 4 4 

差引 

(B)-(A) 

0 0 0 0 0 

２
歳
児 

量の見込

み(A) 

0 3 3 3 3 

確保方策

(B) 

0 3 3 3 3 

差引 

(B)-(A) 

0 0 0 0 0 

 

②令和８年度以降の数値は 101ページを参照する旨を追加 


